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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１０月２０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２２年４月９日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市金華山沖 金華山灯台から真方位０９０°２海里付近 

（概位 北緯３８°１６.６′ 東経１４１°３７.６′） 

事故調査の経過  平成２２年４月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七栄
えい

漁
りょう

丸、１９トン 

ＭＧ２－５５１６（漁船登録番号）、個人所有 

 １９.９１ｍ（Lr）×４.５７ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６０９ｋＷ、平成元年１２月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年１０月２１日 

  免許証交付日 平成２１年１月２９日 

         （平成２６年７月２０日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ６０歳  

 死傷者等 負傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員Ａほか４人が乗り組み、金華山沖において、約

５ノットの速力で東進しながら、ひき網漁の投網作業に従事していた。 

甲板員Ａは、船尾甲板の右舷側機関室囲壁後方で漁網の上に左足を置い

て海中に走出する漁網を見ていたところ、平成２２年４月９日０７時３０

分ごろ、漁網が左足に絡みつき、走出する漁網に引きずられて船尾甲板か

ら落水した。 

 船長は、操舵室で操船中、甲板員Ａが落水したとの報告を受け、直ちに

船尾甲板に設置したローラで走出する漁網を止めるよう指示する一方、機

関を中立状態にし、漁網にすがって浮いている甲板員Ａに向けて係留索を

投げさせた。 

 甲板員Ａは、投げられた係留索を体に巻き付けて救助され、その後、宮

城県女川町女川港で病院に搬送された。 

甲板員Ａは、左足骨折を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４ 

海象：波高 約１.５ｍ 
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 その他の事項  本船は、船尾甲板上に漁網を積載し、投網時には、まず左舷側からブイ

及び袖網を、続いて中央部から袋網を、さらに、右舷側から袖網の順で投

入していた。 

甲板員Ａは、本船に乗船して３日目又は４日目に本事故に遭遇したが、

平成２０年に約２か月間、他の漁船でいさだひき網漁を経験していた。 

船長は、甲板員Ａに対し、乗船時に気を付けて作業に当たるよう口頭で

注意をしていた。 

甲板員Ａは、ふだん、漁網の上に足を置いていても足下の漁網が出てい

く状況となる前に漁網から離れていたが、本事故当時は、ぼんやりしてい

て走出する漁網に注意を向けていなかった。 

本事故発生当時、他の乗組員は、船尾甲板の左舷側と右舷側に分かれて

立ち、走出する漁網を見守っていた。 

甲板員Ａは、ジャージの上に上下の合羽を着用し、長靴を履いていた

が、救命胴衣は着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、金華山沖において投網作業中、甲板員

Ａが、漁網の上に左足を置いていたことから、走

出する漁網が左足に絡まり、同漁網に引きずられ

て落水し、負傷したものと考えられる。 

甲板員Ａは、いさだひき網漁の経験があり、投

網作業時の危険性については承知していたものと

考えられる。 

甲板員Ａは、ぼんやりしていて走出する漁網に

注意を向けていなかったため、足下の漁網が走出

する状況となったことに気付かなかった可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、本船が金華山沖の漁場において投網作業中、甲板員Ａが、漁

網の上に左足を置いていたため、走出する漁網が甲板員Ａの左足に絡ま

り、同漁網に引きずられたことにより発生したものと考えられる。 

 




